
 
 
 

報 告 第 １ 号 
 
 

学校等における新型コロナウイルス感染症に係る対応について 
 
 

学校等における新型コロナウイルス感染症に係る対応について、別紙の 
とおりご報告します。 



 

新型コロナウイルスに係る学校等の対応について 

 

１．学校の臨時休業等について  

（１）県立学校を 3 月 4日から 3月 19 日（中学校は 24日）まで臨時休業 

市町村教育委員会に対し、3月 4日からの小中学校の臨時休業を依頼 
 

（２）県内の感染状況等を踏まえ、全ての県立特別支援学校及び高知市･中央東･ 

 ・中央西・幡多福祉保健所管内に所在する県立中・高等学校（嶺北高校を除 

く）を 4 月 13 日から 4月 24 日まで臨時休業（高岡高校、高知海洋高校、 

佐川高校、高知追手前高校吾北分校は 4月 15 日から） 

高知市・中央東・幡多福祉保健所管内の市町村教育委員会に対して、小中学

校の臨時休業の検討を依頼 
 

（３）緊急事態宣言の対象地域が全都道府県に拡大されたことを受け、4月 17 日

付けで 5 月 6日までの県立学校の臨時休業を決定 

市町村教育委員会に対し、同様の対応を依頼 
 

（４）4月 30日付けで 5 月 8日までの臨時休業の延長及び 11日以降の「臨時休

業期間の延長及び学校再開の考え方」を通知 

5月 7日付けで 11 日から 22日までの臨時休業の延長を決定 

※各学校からの申し出により個別に協議した上で、前倒しでの再開することが出来る旨

を通知 

市町村教育委員会に対し、臨時休業措置について検討を依頼 

＜参考資料：県立学校及び市町村立学校の再開状況について＞ 

 

２．学校における感染防止対策について 

（１）学校を再開する場合における感染防止の取組について文部科学省のガイド

ライン等を踏まえ取組の徹底を周知 

（２）学校再開後、感染者が確認された場合は直ちに臨時休業とすることを通知 

（３）県立学校の入学式や、特別支援学校、児童クラブ等における感染防止対策 

のため、県に寄贈を受けたマスクを配布（約 5万枚） 

（４）学校再開後の運動部活動について、一定の条件をつけて活動を再開するこ

と、県外遠征や密集するような活動・接触したりする場面が多い活動などは

禁止すること等を通知 

別紙 

※下線部は前回報告時からの変更箇所 
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３．休業期間中の子どもの居場所確保等について 

（１）市町村に対し、自宅で過ごすことが困難な児童について、放課後児童クラ 

ブ等の活用による居場所の確保を依頼 

（２）放課後子ども教室の臨時開設に伴い、国費対象外の支援に係る県独自の補 

助制度を令和元年度補正予算において創設 

※臨時開設に伴う追加的な費用について、放課後子ども教室は国費及び県補正予算（令和

元年度補正予算及び令和2年度 4月補正予算）で対応。なお、放課後児童クラブは全額国

費で対応（令和２年度は予定） 

（３）市町村教育委員会に対し、学校での受け入れに関して、県の特別支援学校

の対応や受入時の対応例等を通知 

 

４．休業期間中の活動等について 

（１）臨時休業の実施にあたり、準備期間等を活用し、子どもたちに対し臨時休

業の意義や生活行動に関する指導とともに、感染者等に対する偏見や差別等

が生じないよう指導を行うことを通知 

（２）県立学校の生徒に対して休業期間中の学習課題等を送付するとともに、各

市町村教育委員会に対し、家庭学習支援教材を周知。国の通知を踏まえ「学

習計画例」等を示した上で各家庭において計画的に教育活動が行われるよう

各市町村教育委員会に依頼 

（３）休業期間中の昼食提供に係る各市町村独自の取組の紹介等を通じ、各地域

のニーズ等に即した子どもへの昼食の対応について検討を依頼 

（４）臨時休業に伴う非常勤講師等の勤務の柔軟な取扱いや、感染拡大防止に係

る休暇、在宅勤務の取扱い、緊急事態宣言対象地域の滞在歴等のある教職員

の対応等について通知 

（５）臨時休業中の児童生徒及び保護者の心のケアについて、スクールカウンセ

ラー等の活用も含む対応を各県立学校及び各市町村教育委員会に依頼 

（６）県教育センターのホームページに「家庭学習支援動画ライブラリー」を開

設（4月 24 日）し、県教育委員会の指導主事等による動画教材を配信。各市

町村教育委員会に対し周知。※5月 15日時点で 80超のコンテンツを掲載 

 

５．臨時休業に伴う学習の遅れ等への対応について 

（１）5月 15日付け文部科学省通知「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ

た学校教育活動等の実施における「学びの保障」の方向性等について」を踏ま

え、時間割編成の工夫や長期休業期間の短縮、土曜日の活用、学校行事の重点

化や準備時間の縮減等により授業時数を確保すること、最終学年以外の児童生

徒については令和３年度又は令和４年度までの教育課程を見通して検討を行う

こと等を周知するとともに、各学校の教育課程の編成等の適切な実施を依頼 
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６．学校教育の継続に向けた対応について 

 今後、再度の臨時休業措置等を講じなければならない事態等を想定し、学校教

育の継続について備えておく観点から、以下の取組を実施 

（１）GIGA スクール構想の実現に向けた国の令和 2年度補正予算を活用し、県立

中学校及び特別支援学校における一人一台端末の整備計画の前倒し及び低所得

世帯に対するルーターの貸し出しを実施。高等学校等におけるタブレット端末

について、県単独の整備計画を前倒しで実施 

※いずれも高知県令和 2年度 5月補正予算計上 

市町村立の小中学校においても国の令和 2年度補正予算を活用した一人一台

端末整備を前倒しで計画中 

（２）各県立学校等に対し、ICTを活用した授業の取組例の周知及び生徒の自宅

等における ICT 環境の実態調査を実施 

  各市町村教育員会に対して、休業期間中等の家庭生活・学習状況等や文部科

学省調査を踏まえた家庭の ICT 環境の実態等に関する調査を依頼 

（３）「家庭学習支援動画ライブラリー」における授業動画の作成・周知（再掲） 

 

７．社会教育施設等について 

＜オーテピア高知図書館＞ 

休館 3月 4日から 3月 24日まで、4月 10日 18時から５月 10日まで 

※4月 28日以降、予約資料の郵送貸出や電子図書館利用登録のメール受付を実施 

再開 5月 12日から 

＜県立青少年教育施設＞ 

高知青少年の家、青少年体育館、芸西天文学習館、塩見記念青少年プラザ 

休館 3月 4日から 3月 25日まで、4月 10日から５月 10日まで 

再開 5月 11日から 

青少年センター、幡多青少年の家、香北青少年の家 

休館 3月 4日から 3月 25日まで、4月 10日から５月 10日まで 

再開 5月 12日から 

＜高知公園天守、懐徳館、東多聞、廊下門＞ 

休館 3月 6日から 3月 19日まで、4月 10日から５月 10日まで 

再開 5月 11日から 

＜県立埋蔵文化財センター＞ 

休館 3月 4日から 3月 19日まで、4月 10日から５月 10日まで 

再開 5月 11日から 

 

８．学校で感染が確認された場合の対応について 

（１）感染者発生時に校長等が行うべき対応に係るマニュアルを策定・配布 
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令和２年度 学校再開状況の一覧 令和２年５月１８日（16:00）現在
5月14日 5月15日 5月16日 5月17日 5月18日 5月19日 5月20日 5月21日 5月22日
（木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）

室  戸    全定 ◎
中  芸   昼夜 ◎
安 芸   全 ◎
県立安芸中学校 ◎
安芸桜ケ丘   全 ◎
城 山   全 ◎
山 田   全定 ◎
嶺 北   全 ◎
高知農業   全 ◎
高知東工業   全定 ◎
岡 豊   全 ◎
高知東   全 ◎
高知南  
高知南中学校

全 ◎
定 ◎

高知追手前  
  吾北分校 全 ◎
高知丸の内   全 ◎
高知小津  

定 ◎
通 ◎

高知西   全

高知国際中学校
伊野商業   全

春 野 全 ◎
高 岡  
高知海洋   全 ◎
須崎総合  
佐 川   全定 ◎
窪 川   全 ◎
檮 原 全 ◎
四万十   全 ◎

全定 ◎
通 ◎

幡多農業  
中 村   全 ◎
  西土佐分校 全 ◎
中村中学校 ◎
宿毛工業   全 ◎

全

定 ◎
清 水   全定 ◎

参考資料１

高知工業  

高知北  

大 方

宿 毛

4



市町村教育委員会 学校再開予定 マスク着用
の指導 児童生徒のマスク、消毒液の確保

1 室戸市教育委員会 ５月11日（月） ○
地教委が一人2枚の布マスクを作成・配付。マスクは、追加配布済。
消毒液も地教委から配布済。

2 安芸市教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。
消毒液は地教委から配布。

3 東洋町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。マスクは全員所有。消
毒液は地教委から配布済。

4 奈半利町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。マスクは全員所有。消
毒液は学校が購入済。

5 北川村教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。マスクは全児童生徒
所有済。消毒液は備蓄から配布。

6 田野町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。備蓄マスクにまだ余裕
あり。消毒液は、地教委から配布済。

7 馬路村教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も配布済。

8 安田町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も各校配付
済。

9 芸西村教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も各校配付
済。

10 香南市教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も各校配付
済。５月７日校長会でも周知。

11 香美市教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。地教委がマスク購入
予定。消毒液も各校配付済。

12 南国市教育委員会 ５月18日（月） ○
政府からのマスクを配布済。家庭から持参のマスク使用。
消毒液の確保もできている。

13 大豊町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクを配布済。　使い捨てマスクを地教委が確保　消
毒液も確保。

14 本山町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も確保済。

15 土佐町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も確保済。
消毒液の確保できている。

16 大川村教育委員会 ５月11日（月） ○
使い捨てマスクを地教委が準備。政府からのマスク配付済。消毒液
の確保できている。

17 いの町教育委員会 ５月18日（月） ○
政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。消毒液も確保済。

18 仁淀川町教育委員会 ５月11日（月） ○
町民全員に布マスクを配付。使い捨てマスク１名に５０枚配布。消毒
液も確保。

19 土佐市教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスク、家庭で作成したマスクを使用。忘れた子どもには
備蓄分で対応。消毒液は地教委が配布済。

20 須崎市教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスク配付済。授業等で布マスクを作成、PTA等で作成
して対応。消毒液は各校へ配付済。

21 日高村教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスク配付済。必要に応じて地教委が配付。消毒液は、
役場から配布済。

22 佐川町教育委員会 ５月11日（月） ○
使い捨てマスクを地教委が準備。政府からのマスク配付済。消毒液
も地教委が確保。

23 越知町教育委員会
５月11日（月）分散登校
５月18日（月）より通常登校

○
政府からのマスク配付済。使い捨てマスクを地教委が準備。
消毒液は地教委が確保。

24 津野町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスク配付済。使い捨てマスクを地教委が準備。消毒液
も地教委が確保。

25 梼原町教育委員会 ５月11日（月） ○
使い捨てマスクを地教委が準備。
消毒液を地教委が確保。

26 中土佐町教育委員会 ５月11日（月） ○
政府からのマスク、家庭で作成したマスクを使用。忘れた子どもには
備蓄分で対応。消毒液は地教委が配布済。

27 四万十町教育委員会 ５月７日（木） ○
政府からのマスクを配付済。使い捨てマスクを地教委が準備。消毒
液も地教委が確保。

28 日高村佐川町学校組合教育委員会 ５月11日（月） ○
必要に応じて地教委が配付。消毒液も地教委が確保。政府からのマ
スク配付済。

29 四万十市教育委員会
５月11日（月）分散登校
５月18日（月）より通常登校

○
政府からのマスク配付済。消毒液も配布済。

30 土佐清水市教育委員会 ５月11日(月) ○
政府からのマスク配付済。地教委にストックも十分あり。消毒液も配
布済。

31 宿毛市教育委員会
５月11日（月）分散登校

５月25日（月）より通常登校予定
○

政府からのマスクと家庭からのマスクを使用。.消毒液も配布済。消
毒液は、今後、追加購入予定。

32 黒潮町教育委員会 ５月11日(月) ○
児童生徒全員に毎日マスク１枚を配布。
消毒液は全小中学校すべて補充済。

33 三原村教育委員会 ５月11日(月) ○
地教委が布マスクを一人４枚配付。
消毒液は小中学校すべて補充済。

34 大月町教育委員会 ５月11日(月) ○
地教委が布マスクを一人２枚配付。ストックも２０００枚以上。消毒液
も補充済。

35 高知市教育委員会
５月25日（月）再開

※５月11日（月）～希望者登校
○

一人1枚の布マスクの材料を地教委として確保。政府からのマスクも
配付。消毒液は各校配付済。

【再開の内訳】

　　　・５月７日（木）・・・１

　　　・５月１１日（月）・・・３１

　　　・５月１８日（月）・・・２

　　　・５月２５日（月）・・・1

臨時休校からの学校再開及び新型コロナウイルス感染防止のためのマスク・消毒液の対応について
R2.5.18

小中学校課

参考資料２
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